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第16回 医療経済実態調査（保険者調査） 要綱  

1．調査の目的   

医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、社会保険診療報酬に関する   

基礎資料を整備することを目的とする。  

2．調査の対象  

平成18年度末における政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、   

共済組合及び国民健康保険の各保険者を調査対象とする。  

3．調査主体  

中央社会保険医療協議会  

4．調査の時期  

平成19年6月  

5．調査の種類及び調査事項  

調査の種類及び調査事項は次のとおりとする。   

（1）決算事業状況に関する調査  

被保険者数、保険給付等に関する状況、決算収支状況及び財産の状況  
等について調査する。（別紙1参照）   

（2）土地及び直営保養所・保健会館に関する調査  

土地に関する施設の種類、面積、帳簿価格等及び直営保養所・保健会  

館に関する施設の種類、建物の状況、利用状況等について調査する。（別  

紙2参照）  

6，調査の方法   

（1）上記5の（1）については、平成18年度末における全保険者の平成  

18年度分の事業報告、決算報告及び財務諸表等から調査する。   

（2）上記5の（2）については、組合管掌健康保険及び共済組合の各保険  

者が調査票を作成し、提出する。  

7．提出期限   

平成19年8月31日  

8．結果の公表  

この調査の集計結果は、中央社会保険医療協議会の議を経て、速やかに公   

表する。  
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別紙1  

保険者調査（決算事業状況に関する調査）の調査事項  

健 康 保 険 組 合   共 済 組 合   国 民 健 康 保 険   政 管 健 保   船 員 保 険   

1∴適用状況（平成18年度末）   1．適用状況（平成18年度末）   1．適用状況（平成18年度末）   1．適用状況（平成18脚   1．適用状況（平成18年度末）  

（1）被槻被扶養者数及  （1）組合数被扶養者数   （1）世帯数及び被保険者数  （1）被保険者数及び被扶養者   （1）被保険者数及び被扶養者  

び披閲喚者の平均年齢   （2）平均県準細別月額及び標準  数   数  

（2）平均標準幸脚1月額及て月票   賞与額  （2）平均標準報酬胴額及び賞   （2）平均標準額掛瞑額及び賞  

準賞与額  与∽数）  与偶数）  

調  

2．保険給付状況（平成18年度）                    2．短期紹渦状況（平成18年勢         2∴保険縄付状況（平戒18年度）     2．例解付状況（平成18槻   2．偶検給付状況（平戒18槻  

（1）療養の給付、家族療養費   （1）保障樹寸   （1）療養の㈹寸   （1）療養の給付、家族療養費   （1）療養の給付、家族療菱費  

及び現金給付  （2）休業紹村及び災害給付  （2）付拍耐寸  及び現金給付  及び現金樹寸  

査  （2）付力酵合付  （3）付加給付  

3．収入支出決算額  3．決算状況（平成18年度）  3．収入支出決算額  3．′、′、こ算額  3．′、′、こ算額  

事  （平成18槻  （平成18嘲  （平成18嘲   （平成18年度）   

4．短観財源率（平成18嘲             4．保検料率及びその負担割合  4．保険剛又入状況  

項  （平成18年歴  （平成18槻  

5．財産保存拇兄（平成18槻  

注‥調査事項に¢堀割鯛の異動に係るものを含払   



別紙2  

㊨  医療経済実態調査 （保 険  
（平成18年度末現  

査
 
 

調
 
 
 
 
 
）
 
 

者
在
 
 

総務省承認N（）  

承認期限 平成 年 月  日まで  

保険者名  

1土地に関する事項  
固定資産税  評価  

施 設 の 種 類   名  称   所 在 地   地  目  面  積       取得年月日  取 得 価 格       帳 簿 価 格  時価評価額  備考   
評価額  方法   

1病院・診療所  都  市  ln  1 昭和  
2老人保健施設  

道  区  3直営保養所 4絹 2平成  
体育・体育施設  府  町  5保健会館  

県  村  6施設なし  年月日  
年月  

1病院・診療所  都  市  m  1昭和  
2老人保健施設  

道  区  3直営保養所  2平成  
4体育館・体育施設  府  町  5保健会館  
6施設なし  県  村  年月日  

lTl  1 1病院・診療所  都  昭和  1  

2老人保健施設  
道  3直営保考所  2平成  

4体育館・体育施設  府  市  区  町  5保健会鰻  
県  村  6施設なし  年月日  

都  市  1病院・診療所  けl  1昭和  1  

2老人保健施設  
道  区  3直営保養所  2平成  

′1体育館・体育施設  府  町  5保健会館  
村  県  

年月日  6施設なし  
1病院・診療所  都  南  1Tl  1 昭和  
2老人保健施設  

区  3直営保養所  道   2平成  
4体育館・体育施設  府  町  
5保健会館  

県  村  年月日  
年月  6施設なし  

都  市  11l   1病院・診療所  1昭和  1  

2老人保健施設  
道  区  3直営保養所  2平成  

4体育館・体育施設  府  町  
5保健会館  

県  村  
年月日  年月  

6施設なし  
市  1病院・診療所  都   1昭和  1  

2老人保健施設  
遥  区  3直営保養所  2平成  

4体育婚，体育施設  府  町  
5保健会館  年月日  

3   年月  6施設なし  県  村  



医療経済実態調査（保 険 者 調 査 票）  

中 央 社 会 保 険 医 療 協 議 会  

保険者名‘  

2 直営保養所・保健会館に関する事項  

施 設  の 種 頬   名   称   所   在   地   建 物 の 状 況  平成18 年 度 の 状 況  
備考  

建 築 面 積       延 べ 面 積       帳 簿 価 格       利 用 者 数       総 収 入       総 支 出   

都  1直営保養所  市  
道  区  

府  2保健会館  町  
県  村  

都  市  
1直営保養所  道  区  

2保健会館  府  町  

県  村  

都  市  
1直営保養所  道  区  

府  町  2保健会館  
県  村  

都  市  
1直営保養所  道  区  

府  2保健会館  町  
県  村  

都  市  
1直営保養所  道  区  

2保健会館  府  町  

県  村  

都  市  円          延  ●人          ：千  ■円          十  円  

1直営保養所  道  区  

府  2保健会館  町  
県  村  

A  



平成19年度  

医療経済実態調査（保険者調査）  

記 入 要 領  

（健康保険組合）  

中央社会保険医療協 
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Ⅰ  調 査 の 概 要  

1 調査の目的  

この調査は、医療保険の保険者の財政状況の実態を把握し、社会保険   

診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とします。  

2 調査の主体  

この調査は、中央社会保険医療協議会が行います。  

3 調査対象  

平成19年3月 31日現在の健康保険組合を調査対象とします。  

4 調査の種類及び調査事項  

調査の種類及び調査事項は、次のとおりとします。  

（1） 土地に関する調査（平成18年度末現在）  

保険者調査票（1土地に関する事項）の調査事項  

（2）直営保養所・保健会館に関する調査（平成18年度）  

保険者調査票（2 直営保養所・保健会館に関する事項）の調査事項  

5 調査の方法  

中央社会保険医療協議会は、健康保険組合に調査票を配布し、健康保   

険組合は関係書類に基づき調査票を作成します。  

6 調査票の提出期限  

健康保険組合は、作成した調査票を平成19年8月 31日（必着）まで   

に中央社会保険医療協議会（〒100－8916 東京都千代田区霞が関1－2－2   

厚生労働省保険局調査課内）に提出して下さい。  
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Ⅱ   記 入 要 領  

1 共通事項  

調査票の点線による区切りのある欄の数字の記入は、区切りごとに1   

字を記入し、必ず右詰めで記入して下さい（左側の余白には「0」を記入  

する必要はありません）。  

保 険 者 名   健康保険組合の設立後健康保険組合連合会から振り  

出された組合コード（5桁）の番号を記入し、その後  

に当該健康保険組合の名称を記入して下さい。  

2 個別事項  

（1） 土地に関する調査  

ア ニの調査票には、平成19年3月 31日現在で健康保険組合が所有  

（借地などは含まれません。）する土地について記入して下さい。  

また、事業主や他の健康保険組合などとの共同所有の場合は、持分  

のみ記入して下さい。平成19年3月 31日までに売却した場合は記  

入する必要は有りません。   

イ 健康保険組合が土地を所有しない場合は、その旨を記入欄のいず  

れかに「所有なし」と記入し提出して下さい。  

施 設 の 種 類  健康保険組合の所有する土地に建設されている施設  

について、下記に該当するものは、該当する数字を○  

で囲んで下さい。   

1 病院・診療所  2 老人保健施設   

3 直営保養所  4 体育館・体育施設   

5 保健会館  6 施設なし   

所在地は、市区町村名まで記入して下さい。  所   在   地  
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地 目 ／ 面 積  固定資産台帳（課税台帳）又は財産目録などの記載  

に基づき平成19年3月31日現在で記入して下さい。   

該当する元号の数字を○で囲み、年月日を記入して  

下さい。   

固定資産台帳又は財産目録に記載されている平成19  

年3月31日現在の価額を記入して下さい。   

市区町村の土地課税台帳に記載されている価額を記  

入して下さい。   

なお、直営医療機関等非課税の取り扱いを受けてい  

る土地については、市区町村へ照会すると近隣類似の  

土地の価額が承知できますので、その価額を参考にし  

て記入して下さい。  

1 平成18年度中に取得したものは取得価額を、2  

平成18 年度中に不動産鑑定士等の専門知識を有する  

者の評価を受けた場合はその評価額を、3 近隣類似  

の地価公示法による標準値の1平方メートル当たり価  

額により再評価できる場合（※）はその価額を、記入し  

て下さい。  

（※）評価例：時価評価額＝評価物件の公示価額、ま  

たは時価評価額＝評価物件の路線価×  

近隣類似の土地の公示価格÷近隣類似  

の土地の路線価、等   

なお、公示価格は市町村役場、路線価格は税務署で  

確認することが出来ます。   

上記時価評価額の該当する番号を○で囲んで下さい。   

該当する元号の数字を○で囲み、年月を記入して下  

さい。  

取 得 年 月 日  

帳 簿 価 額  

固 定 資 産 税  

評   
価   額  

時価 評 価 額  

評 価 方 法  

評 価 年 月  

ー8－   



（2）直営保養所・保健会館に関する調査   

ア この調査票には、平成19年3月 31日現在における健康保険組合  

の所有する（借家などは含まれません。）直営保養所・保健会館に  

ついて記入して下さい。   

イ 健康保険組合が直営保養所・保健会館を所有しない場合は、その  

旨を記入欄のいずれかに「所有なし」と記入し提出して下さい。  

建 物 の 状 況  固定資産台帳又は財産目録に記載されている平成19  

年3月 31日現在の建築面積（いわゆる建ぺい）、延べ  

面積（いわゆる延坪）及び帳簿価格について記入して  

下さい。   

平成18年度の決算書又は関係帳簿により、年間利用  

者延人数、総収入額、総支出額を記入して下さい。  

平成18年度の状況  

そ9ナ   、■ノ   



中医協 総－3－1  

1 9． 2． 2 8  

中医協 診－1－1  

1 9． 2． 2 8  

平成20年度改定に向けた医療技術の評価・再評価に係る  

評価体制及び方法について  

盤墓  

医療技術評価分科会においては、平成15年度より学会等に技術評価希望書の提出を   

求め、医療技術評価の参考にしてきたところであるが、平成18年度改定においては、   

臨床医を中心としたワーキングループによる一次評価及び当分科会における二次評価を   

行い、中央社会医療協議会基本問題小委員会へ報告した。平成20年度改定においても、   

平成18年度改定と同様に下記のとおり実施する。  

1．分科会における評価対象技術  

分科会における評価対象技術は、原則、医科診療報酬点数表第2章特掲診療科第3   

部（検査）から第12部（放射線治療）、又は歯科診療報酬点数表第2章特掲診療科第   

3部（検査）から第13部（歯科矯正）に該当する技術として評価されている又はさ   

れることが適当な医療技術とする。  

2．分科会において評価対象とする評価提案書  

以下の学会から提出された評価提案書（別紙）について評価を実施する。   

＊日本医学会分科会、内科系学会社会保険連合、外科系学会社会保険委員会連合、  

日本歯科医学会専門分科会の何れかに属する学会、日本薬学会、又は看護系学会等社  

会保険連合  

3．評価方法  

評価は2段階で実施する。  

（1次評価）臨床医を中心としたワーキンググループを設置し、専門的観点から当該技術に  

係る評価を実施。技術評価分科会の委員はいずれかのワーキンググループに  

属する。ワーキンググループは原則非公開とする。  

（2次評価）1次評価結果において高く評価された一定数以上の技術を対象に、医療技術  

評価分科会全体会合において、より幅広い観点から評価を実施。  

4．評価結果の取り扱い  

評価結果は中央社会保険医療協議会基本問題小委員会に報告する。   



＊平成18年度改正において実施された技術評価体制及び方法からの変更点   

（1）「技術評価希望書」の名称を「技術評価提案書」に変更する。  

（2）保険既収載技術の評価提案書において、再評価区分の「点数の見直し」を増点す  

るものと減点するものの2つの項目に分ける。  

（3）保険未収載技術の評価提案書において、技術の導入に伴い代替される保険既収載  

．技術との比較（効果・費用）を記載する項目を新たに設ける。  

5．実施スケジュール  

平成19年3月上旬  

6月29日  

7～9月  

10月以降  

提案書配布、提出受付開始  

提出締め切り、重複・薬事法などの確認  

ワーキンググループによる評価  

1次評価終了、技術評価分科会にて2次評価  

評価結果を中央社会保険医療協議会基本問題小委員会に  

報告  

①
 
 
 




